
　
「
ク
ー
リ
ン
グ
･
オ
フ
」
と
は
、
訪
問
販

売
な
ど
で
契
約
等
を
し
た
場
合
、
契
約
書

面
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
８
日
以
内
な
ら

一
方
的
に
解
約
で
き
る
制
度
で
す
。

　

先
月
号
で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
･
オ
フ
が
、

ど
の
よ
う
な
と
き
に
で
き
る
の
か
、
す
る

と
ど
う
な
る
の
か
、
に
つ
い
て
説
明
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
月
号
で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の

具
体
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
、
ま
た
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
を
断
ら
れ
た
場
合
の
対
応

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Q 

ク
ー
リ
ン
グ
･
オ
フ
の
手
続
き
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？

A 

ハ
ガ
キ
な
ど
の
書
面
に
、
次
の
内
容
を

含
む
文
面
を
記
入
し
、
決
め
ら
れ
た
期
間
内

（
多
く
の
場
合
は
８
日
以
内
）
に
通
知
を
し

て
く
だ
さ
い
。
通
知
は
必
ず
コ
ピ
ー
を
と
り
、

簡
易
書
留
な
ど
送
っ
た
こ
と
が
証
明
で
き
る

方
法
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
を
し
た
場
合
に
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
も
同
様
の
通
知
を
必

ず
出
し
ま
し
ょ
う
。

●
契
約
日

●
商
品
名

●
契
約
金
額

●
契
約
（
販
売
）
会
社
名

●
解
約
す
る
意
思
表
示

●
自
分
の
名
前
と
住
所

　

な
お
、
販
売
方
法
に
よ
っ
て
は
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
の
期
間
が
違
う
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

Q 

ク
ー
リ
ン
グ
･
オ
フ
が
適
用
さ
れ
る

販
売
方
法
で
契
約
し
、
決
め
ら
れ
た
期
間

内
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
申
し
出
た
の

に
、
業
者
か
ら
「
商
品
が
使
用
済
み
な
の

で
で
き
な
い
」「
す
で
に
発
注
し
た
」「
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。

本
当
に
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

A 

「
商
品
を
使
用
し
た
か
ら
で
き
な
い
」

な
ど
と
、
事
業
者
に
告
げ
ら
れ
た
り
事
業

者
が
威
圧
し
た
り
し
た
こ
と
に
よ
り
、
消

費
者
が
誤
認
・
困
惑
し
て
ク
ー
リ
ン
グ
･

オ
フ
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
事
業
者
に
よ

る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
妨
害
に
あ
た
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、事
業
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
を
妨
害
し
た
場
合
は
、
前
述
の
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
て

も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
滋
賀
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

ま
た
は
役
場
住
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

住
民
課　

生
活
環
境
交
通
担
当

　
　

☎
�
6
5
7
8　

有
線
⑤
7
7
8
4

　

滋
賀
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
0
7
4
9

−

2
3

−

0
9
9
9

消費生活メモ
●多重債務者無料相談会が定期的に開

催されます

　借金返済のために借金を重ね、複数
の金融業者などからの多額の借金を背
負ってしまうという「多重債務」が深
刻な社会問題になっています。滋賀県
では、こういった方々に一刻も早く、
生活再建の一歩を踏み出していただく
ため、多重債務でお悩みの方を対象と
した無料相談会を毎月第１土曜日に開
催されます。

○毎月第1土曜日
　６月５日（土）　近江八幡市いきい

きふれあいセンター（近江八幡市）
　７月３日（土）　県消費生活センター

（彦根市）
　８月７日（土）　滋賀弁護士会館

（大津市）
　９月４日（土）　県消費生活センター

（彦根市）
　弁護士・司法書士が、面接にて相談
を受け付けられます。
　完全予約制になりますので、相談を
希望される方は、あらかじめ相談日の
予約をお願いします。

＜予約受付＞
　滋賀県　県民生活課　消費生活担当
　　☎077−528−3412

主催：滋賀県弁護士会　
　　　滋賀県司法書士会　
　　　滋賀県

ご
存
じ
で
す
か
？

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
②

暮
ら
し
の
情
報
シ
リ
ー
ズ

暮
ら
し
の
情
報
シ
リ
ー
ズ

契
約
日
（
※
契
約
書
面
受
領
日
）

　
　
　
　
　
　
平
成
○
年
○
月
○
日

商
品
名
　
　
　
○
○
○
○
○

契
約
金
額
　
　
○
○
○
○
○
円

販
売
会
社
名
　
○
○
株
式
会
社
○
○
営
業
所

担
当
　
○
○
○
○
様

右
記
日
付
の
契
約
は
解
除
し
ま
す
。
な
お
、
支
払
済

み
の
○
○
○
○
○
円
を
返
金
し
商
品
を
引
き
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

平
成
○
年
○
月
○
日

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

　
○ 

○ 

株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
代
表
者
　
様

住
所
　
○
○
○
○
○

氏
名
　
○
○
○
○
○

広報ひの　2010.6.111


